
 

兵庫県では、令和３年３月に農林水産行政推進の基本となる総合的な指針として「ひ
ょうご農林水産ビジョン 2030」を策定しました。このビジョンを実現するためには、農
林漁業者はもとより、関係機関、団体から消費者まで、広く県民の皆さんの理解と協力
のもとに、施策を進めていくことが重要です。 

そこで、この農林水産ビジョンの実現に向けた施策や内容の見直しについて、審議
等を行う「農林水産政策審議会」に、農林水産業・農山漁村全般に関して広く関心を持
ち、真剣に考え、議論することができる熱意ある方の参加を求めるため、以下のとおり
委員を公募します。 

【農林水産政策審議会の概要】 
目 的： 知事の諮問に応じ、農林水産業及び農山漁村の振興その他農林水産政策に

関する重要事項について調査審議する。 
構成等： ［委員数］３０名以内 

［構  成］学識経験者（公募委員含む）及び関係団体の役職員等 

１ 応 募 資 格 以下の条件にすべてあてはまること 
⑴ 農林水産業・農山漁村全般に関して広く関心を持ち、議論することができる方 
⑵ 年間５回程度開催される審議会や関係する会議に出席できる方 
⑶ 兵庫県内に居住又は通勤・通学されている満２０歳以上の方 

※ただし、以下のいずれかの条件にあてはまる方は応募できません。 
・国・地方公共団体の議員、または常勤の公務員の方 
・再任及び兵庫県の他の審議会等において、現在、公募による委員の職にある方 

２ 募 集 人 員 ３名以内 

３ 委員の任期 委員委嘱の日（令和６年６月頃を予定）から２年間 

４ 委員の任務 農林水産政策審議会に出席し、調査審議に参加 
※審議会への出席者には、所定の報酬及び旅費をお支払いいたします。 

５ 委員の責務 委員としての地位を、政治目的、営利目的又は宗教的目的に利用す
ることはできません。また、その立場上、知り得た秘密を守らなければ
なりません。 

６ 応募の方法 
所定の応募様式に氏名（ふりがな）、性別、職業、生年月日、住所、連絡先電話番

号・電子メールアドレス、学歴及び職歴、自己ＰＲ等を記入し、顔写真貼付のうえ、
「兵庫県の農林水産業・農山漁村に期待すること」をテーマとした 800～1200 字程
度の作文（様式自由）を添えて、郵送または電子メールで応募してください。（裏面
の応募用紙をご利用ください。） 

※提出いただいた書類はお返しいたしません。また、応募に係る費用は全てご応募
いただいた方のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

７ 応募締め切り 令和６年３月 11 日（月） ※必着 

８ 応募先・問い合わせ先 
〒６５０－８５６７（個別郵便番号のため、住所を省略できます） 
兵庫県農林水産部総合農政課（農林水産政策班） 
TEL ０７８－３６２－９１９３ ／ FAX ０７８－３６２－４４５８ 
電子メール sougounousei@pref.hyogo.lg.jp 

９ 選考方法及び結果通知 
書類審査及び面接審査（書類審査通過者・３月 22 日（金）午後を予定）により委

員を決定し、３月末頃までに応募者全員に結果をお知らせする予定です。 
なお、農林水産政策審議会等に関する情報は県ホームページでも公開しています。 

○農林水産政策審議会 ＵＲＬ https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk02/af02_000000013.html 
○農林水産ビジョン 2030 ＵＲＬ https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk02/af02_000000036.html 

農林水産政策審議会委員の募集 



農林水産政策審議会公募委員・応募用紙 

ふりがな   

本人と分かる写真を貼

付してください。 

電子メールで応募する

場合は j p g形式のファ

イルを添付してくださ

い。 

氏  名  

生年月日 

性  別 
     年    月    日生 

                  （満   歳） 
男 ・ 女 

職  業  

住  所  

連絡先電話番号 
・ 

電子メールアドレス

 

学  歴 

（高校卒業以降の学歴を記入してください） 

 

 

 

 

職  歴 

 

 

 

 

 

 

自己ＰＲ等 

（農林水産物の生産・流通・消費に関わる略歴、具体的な取り組み内容に関
する 自己ＰＲなどを記載してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「兵庫県の農林水産業・農山漁村に期待すること」をテーマとした作文を併せて提出

してください。（様式自由 800～1200 字程度） 


